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 「羽咋市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例」に基づき、羽咋市の人事行政の

運営等の状況を次のとおり公表します。 

 

 

第１ 人事行政の運営の状況 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

（1） 部門別職員数の状況と主な増減理由 

          （各年 4月 1日現在） 

            区 分 
 部 門 

  職 員 数  対前年 
 増減数 主 な 増 減 理 由 

 平成28年 平成29年 

 

普 
 
通 
 
会 
 
計 
 
部 
 
門 

一 
 
般 
 
行 
 
政 
 
部 
 
門 

議  会 3 3 0  

 総  務 43 45 2  配置人員の見直し 

 税  務 13 13 0  

 民  生 25 24 

 

 

 

 

 

▲1 保育士退職者不補充 

 衛  生 10 10 0  

 労  働 0 0 0  

 農林水産 12 14 2 農業振興業務の見直し 

 商  工 6 6 0  

 土  木 13 12 ▲1  配置人員の見直し 

 計 125 127 2  

 教育部門 18 17 ▲1 配置人員の見直し  

    小  計 143 144 1   

 公  
営  
企会 
業計 
等部 
門 

水  道 4 4 0    

 下 水 道 2 2 0   

 

そ の 他 14 14 0   

小  計 20 20 0   

合  計 
163 

[220] 

164 

[220] 

1 

 
 

▲2 

 
 

 （注）１ 職員数は一般職に属する職員数（教育長を除く）です。 
    ２ [     ]内は、条例定数の合計です。 
    

（2） 職員の任免の状況 

   平成 28 年度における退職者及び平成 29 年 4 月 1 日付新規採用者、昇任者は次のと

おりです。  

区 分 退  職 採  用 昇  任 

人 数 6人 7人 

（うち再任用 3人） 

35人 
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２ 職員の給与の状況 

(1) 人件費の状況（普通会計決算見込） 

  区分 住民基本台帳人口 

 (平成28年度末) 

歳 出 額 

Ａ 

実質収支 人 件 費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

(参考) 

平成27年度の 

人件費率 

平成28

年度 

    人 

22,268 

    千円 

11,643,241 

   千円 

87,562 

   千円 

1,229,213 

 

   ％ 

10.6 

   ％ 

11.7 

（注） 実質収支とは、歳入総額から歳出総額を差し引いた額から翌年度に繰り越すべき額 

を差し引いたものです。 

 

 (2) 職員給与費の状況（普通会計決算見込） 

 区 分 職員数 

Ａ 

給   与   費 一人当たり 

給与費B/A 給  料 職員手当 期末･勤勉手当 計 Ｂ 

平成28

年度 

  人 

143 

   千円 

541,002 

 

   千円 

61,990 

 

   千円 

191,668 

 

   千円 

794,660 

 

  千円 

5,557 

 （注）１ 職員手当には退職手当を含んでいません。 

２ 職員数は、平成28年4月1日現在の人数です。（教育長を除く） 
    

(3) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成29年4月1日現在） 

 区  分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

 一 般 行 政 職 42.7 歳 309,621円 356,808円 

 技 能 労 務 職 58.7 歳 271,233円 287,806円 

（注） 平均給与月額とは、毎月支払われる給料及び職員手当（期末手当、勤勉手当、退職 

手当及び寒冷地手当を除く）の合計額です。 
    

(4) 職員の初任給の状況（平成29年4月1日現在） 

区    分 羽 咋 市 石 川 県 国 

一般行政職 

大 学 卒 178,200円 178,200円 178,200円 

高 校 卒 146,100円 146,100円 146,100円 

 

 (5) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成29年4月1日現在） 

区    分 経験年数 10年 経験年数 15年 経 験 年 数 2 0年 

一般行政職 
大 学 卒 243,650円 297,800円 327,350 

高 校 卒 該当者なし 該当者なし 該当者なし 

（注） 経験年数とは、卒業後直ちに採用された場合には採用後の年数を、採用前に民間歴 

等がある場合にはその期間を換算し、採用後の年数に加算した年数をいいます。 
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(6) ラスパイレス指数の状況（各年 4月 1日現在） 

平成 24年 平成 25年 平成 26年 平成 27年 平成 28年 

101.4 101.8 92.8 93.6 93.6 

（注） ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を 100とした場合の給与水準を示す 

指数です。 

    
(7) 一般行政職の級別職員数の状況（平成29年4月1日現在） 

区 分 標準的な職務内容 職員数（人） 構成比（％） 

７ 級 部長 2 1.7 

６ 級 部次長・課長 3 2.5 

５ 級 課長・参事 13 10.9 

４ 級 課長補佐･主幹 25 21.0 

３ 級 係長･専門員・主査・主任 50 42.0 

２ 級 主事・技師 9 7.6 

１ 級 主事・技師 17 14.3 

 （注）１ 羽咋市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 

２ 標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

    

(8) 職員手当の状況 

ア 期末手当・勤勉手当 

羽  咋  市 国 

1人当たりの平均支給額（平成 28年度） 

1,392 千円  

 

（平成 28年度支給割合） （平成 28年度支給割合） 

期末手当 勤勉手当 期末手当 勤勉手当 

2.6月分 1.7月分 2.6月分 1.7月分 

（1.45）月分 （0.8）月分 （1.45）月分 （0.8）月分 

 （加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・ 役職加算 5～15％ 

 

 （加算措置の状況） 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 

・ 役職加算   5～20％ 

・ 管理職加算 10～25％ 

（注） (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 
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イ 退職手当（平成29年4月1日現在） 

羽  咋  市 国 

支給率 自己都合 勧奨・定年 支給率 自己都合 勧奨・定年 

勤続 20年 20.445月分 25.55625 月分 勤続 20年 20.445月分 25.55625 月分 

勤続 25年 29.145月分 34.5825 月分 勤続 25年 29.145月分 34.5825 月分 

勤続 35年 41.325月分 49.59 月分 勤続 35年 41.325月分 49.59 月分 

最高限度 49.59 月分 49.59 月分 最高限度 49.59 月分 49.59 月分 

（その他の加算措置の状況） 

・定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 

(その他の加算措置の状況） 

・定年前早期退職特例措置（2％～45％加算） 

平成 28 年度 

1 人 当 た り 

平 均 支 給 額 

自己都合      0千円 

勧  奨        0千円 

定  年   20,148千円 

 

（注） 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成28年度に退職した職員に支給さ

れた平均額です。 
    

ウ 特殊勤務手当（平成29年4月1日現在） 

 支給実績（平成28年度決算） 87 千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 7,945  円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合（平成28年度） 7.1  ％ 

 手当の種類（手当数） 4 種類 

手当の名称 

 
１ 感染症防疫作業手当 
２ 行旅病死亡人収容手当 
３ 動物死体処理手当 
４ 用地交渉手当 

（注） 特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務に従事する職員に 

対して支給される手当です。 

 

エ 時間外勤務手当 

支 給 実 績（平成28年度決算） 25,753 千円 

職員1人当たり平均支給年額（平成28年度決算） 173 千円 

支 給 実 績（平成27年度決算） 25,583 千円 

職員1人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 185 千円 
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オ その他の手当（平成29年4月1日現在） 
 

手当名 内容及び支給単価（月額） 

国の制

度との

異同 

支給実績 

（平成 28 年度決算） 

支給職員１人当

り平均支給年額 

（平成 28年度決算） 

扶養手当 

扶養親族のある職員に対して下記の区分に
より支給 
○配偶者           10,000 円 
○子            8,000 円 
○父母等          6,500 円 
（配偶者がいない場合の扶養親族 1 人に係
る手当額については、子 10,000円、父母等
9,000 円） 
※満16歳の年度始めから満 22歳の年度末ま
での子については、１人当たり 5,000円加算 

同じ 15,934千円 215,320円 

住居手当 

住宅等を借受け、家賃等を支払っている職員
及び自己の所有する住宅（新築又は購入後５
年間に限る）に居住する職員で世帯主である
職員に対して下記の区分により支給 
○借家・借間 
・家賃が月額 23,000円以下の場合 

家賃－12,000円 
・家賃が月額 23,000円を超え、55,000円 
未満の場合 

（家賃－23,000 円）×1/2＋11,000 円 
・家賃が月額 55,000円以上の場合 

             27,000円 
 

同じ 6,430 千円 279,572 円 

通勤手当 

通勤のため、交通機関や自動車等を利用して
いる職員に下記の区分により支給 
○交通機関を利用し運賃等を負担している
職員 
・運賃相当額 55,000円以内の場合   

全額支給 
・運賃相当額 55,000円超の場合     

55,000円 
○交通用具等を使用している職員 
通勤距離（片道）に応じて 2,000 円～
31,600  円の範囲で支給 
但し、片道 2ｋｍ未満は支給対象外 

同じ 6,047 千円 60,465 円 

管理職手当 

管理又は監督の地位にある職員の職のうち
市長の定めるものについて、その職務の特殊
性に基づいて支給 
支給額 
給料表の別に、職務の級及び区分に応じて 
15,500円～64,800 円 

再任用職員 
11,600円～53,400 円 

同じ 7,300 千円 405,573 円 

宿日直手当 
宿日直勤務を行った職員に支給 
１回 4,200 円 

同じ 1,025 千円 7,883 円 
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(9) 特別職の報酬等の状況（平成 28年 4月 1 日現在） 
 

区 分 月額 期末手当（平成 28年度支給割合） 

給料 
市 長 768,000 円 

3.25月分 
副市長 645,000 円 

報酬 

議 長 420,000 円 

3.25月分 副議長 360,000 円 

議 員 340,000 円 

(注) 期末手当は、報酬等の月額に1.4を乗じた金額に支給割合を乗じています。 

 

 

    
    

３ 職員の勤務時間その他勤務条件の状況 
    

(1) 勤務時間の状況（平成 29年 4月 1日現在） 
 

勤務時間  8：30 ～ 17：15   （１週間の勤務時間 38時間 45分） 

休憩時間  12：00 ～ 13：00 

（注）業務の性質により、上記の勤務時間によることができない勤務箇所の勤務時間は、別 

に定めています。 
    

(2) 休暇の状況（平成 29 年 4 月 1 日現在） 

職員の休暇については、「職員の勤務時間、休暇等に関する条例」及び「職員の勤務時間、

休暇等に関する規則」により定められています。 
 

区分 事   由 期   間 

病気 

休暇 

下記以外 90日の範囲内 

結核性疾患 1年の範囲内 

公務上又は通勤による負傷又は疾病 必要と認められる期間 

特別 

休暇 

選挙権その他公民としての権利の行使 必要と認められる期間 

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判

所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場

合 

必要と認められる期間 

骨髄移植のための登録又は提供に伴う検査、入院等 必要と認められる期間 

自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活

動を行う場合 

1の年において 5日の範囲内 

結婚休暇 7日の範囲内 

産前・産後休暇 産前 8週間・産後 8週間 

生後 1年に達しない子を育てる職員が、その子の保

育のため授乳等を行う場合 

1日 2回それぞれ 30分以内の期

間 

生理休暇 必要と認められる期間 

妊娠に起因するつわり等の障害 3日の範囲内 

職員の妻の出産に伴う入退院の付添い等を行う場

合 

妻が入院する等の日から出産の

日後 2週間の期間内に 3日 
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職員の妻が出産する場合で、当該出産に係る子又は

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職

員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相

当であると認められるとき 

出産予定日の 8 週間前の日から

出産後 8 週間を経過するまでの

期間内における 5日の範囲内 

中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職

員が、子を看護する必要がある場合 

1の年において 5日の範囲内 

（子が 2人以上の場合は 10日の

範囲内） 

配偶者、父母、子、配偶者の父母及び兄弟姉妹等を

介護するため、勤務しないことが相当であると認め

られるとき 

 

みとめ 

1の年において 5日の範囲内 

（要介護者が 2 人以上の場合は

10日の範囲内） 

忌引休暇 

 

親族の区分により 1 日から 7 日

の範囲内 

父母の追悼のための特別な行事 1日の範囲内 

夏季休暇 7 月から 9 月の間に 5 日の範囲

内 地震、水害、火災その他の災害により職員の現住居

が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の

復旧作業等のため勤務しないことが相当であると

認められるとき 

7日の範囲内 

地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故

等により勤務することが困難であると認められる

場合 

必要と認められる期間 

介護 

休暇 

配偶者、父母、子、配偶者の父母及び兄弟姉妹等を

2週間以上にわたり介護するため、勤務しないこと

が相当であると認められるとき 

介護を必要とする一の継続する

状態ごとに、連続する 6 月の範

囲内 

    
    
 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

(1) 分限処分の状況  

    地方公務員法では、勤務成績が良くない場合、心身の故障により職務遂行に支障がある等 

の場合、職に必要な適格性を欠く場合又は職制等の改廃等により過員等を生じた場合のいず 

れかに職員が該当するときは、分限処分として、その意に反して、職員を降任し又は免職す 

ることができることになっています。 

     また、心身の故障のため、長期休養をする場合又は刑事事件に関し起訴された場合のいず 

れかに職員が該当するときも、分限処分として、その意に反して、職員を休職することがで 

きます。 

   平成 28年度における分限処分の状況は次のとおりです。 
 

免  職 休  職 降  任 降  給 計 

0人 0人 0人 0人 0人 
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(2) 懲戒処分の状況  

    地方公務員法では、職員が、法令に違反した場合、職務上の義務に違反し又は職務を怠っ 

た場合若しくは全体の奉仕者たるにふさわしくない非行があった場合には、懲戒処分として 

戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができることになっています。 

平成 28年度における懲戒処分の状況は次のとおりです。 
 

免  職     停  職 減  給 戒  告 計 

   0人 0人 0人 0人 0人 
    
 

５ 職員の服務の状況 

(1) 職務に専念する義務の免除 

職員には、その勤務時間中において、職務に専念する義務（地方公務員法第 35条）があ 

りますが、法律又は条例に特別な定めがある場合は、その免除が認められています。 

職務専念義務免除理由 平成 28年度件数 

厚生に関する計画の実施に参加する場合 10件 

任命権者が定める場合 20件 

研修を受ける場合 5件 

 

(2) 営利企業等の従事に関する許可 

職員は地方公務員法第３８条第１項及び第２項に基づき、その職員の占めている職位と当 

該業務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれがなく、かつ、その業務に従事しても 

職務の遂行に支障がないと認める場合、その他地方公務員法の精神に反しないと認められる 

場合に限り、任命権者の許可を得て、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社 

その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報 

酬を得て他の事業若しくは事務に従事することができます。 

  平成 28年度の許可件数   50件 

 

(3) 年次有給休暇の使用状況（平成 28 年 1月 1日～平成 28年 12月 31 日） 

総付与日数 

Ａ 

総使用日数 

Ｂ 

対象職員数 

Ｃ 

平均使用日数 

Ｂ／Ｃ 

消化率 

Ｂ／Ａ 

6,094日 1,261日 157人 8.0日 20.7% 

（注）１ 対象職員数は、平成 28年 1月 1日から平成 28年 12月 31日までの全期間を在職 

した職員数（年度途中の退職・採用者、育児休業・休職等の事由がある職員並びに 

派遣職員を除く）です。 

２ 総付与日数には、前年からの繰越分を含みます。 
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(4) 育児休業及び部分休業の利用状況 

育児休業については、地方公務員の育児休業等に関する法律及び職員の育児休業等に関す 

る条例に定められており、３歳に満たない子を養育する職員に認められます。（単位：人） 

区 分 
平成 28年度中に新たに育児休業が取得可能となった   

職員 うち取得 
職 員 数 

取得期間 
3ヶ月以内 

取得期間 

3～6ヶ月 

取得期間 

6～12ヶ月 

取得期間 

1年～3年 
計 

男性職員 5人 0人 0人 0人 0人 0人 0人 

女性職員 2人 2人 0人 1人 0人 1人 2人 
    
 

(5) 介護休暇の取得状況（平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日）  （単位：人） 

区 分 
介護休暇 

取得者数 

要介護者数（職員との続柄別） 

配偶者 父母 子 
配偶者
の父母 

祖父母 
兄弟 
姉妹 

その他 

男性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 

女性職員 0 0 0 0 0 0 0 0 

計 0 0 0 0 0 0 0 0 

    
 
 

６ 職員の退職管理の状況 

地方公務員法が一部改正(平成 28 年 4 月 1 日施行)され、職員の退職管理に関する規定が設けら

れたことに伴い、羽咋市職員の退職管理に関する規則を制定し、職員の退職管理の適正を確保し、

職務の公正な執行及び公務に対する市民の信頼を確保していくため、以下の取組を行っています。 

（1）再就職者による依頼等（働きかけ）の規制 

再就職者が、離職前５年間に在職した執行機関の組織等の職員に対して、再就職先に関する契

約等事務について、離職後２年間、職務上の行為をする（しない）ように、要求又は依頼するこ

とを禁止。 

（2）働きかけ規制の範囲  

○すべての再就職者 

離職前５年間に在職した執行機関の組織等の職員に対し、離職前５年間の職務に属する契約等

事務に関して、離職後２年間働きかけを禁止。 

○離職前５年より前に課長級以上の職歴がある再就職者 

離職前５年より前に当該職に就いていたときの職務に関する働きかけを離職後２年間禁止。 

○再就職者が在職中に自らが決定した契約・処分への働きかけ 

在職した執行機関の組織等の職員に対し、自ら決定した（最終決裁権者）契約・処分であって、

現に再就職している営利企業等との間のものについて、期限の定めなく働きかけを禁止。 
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７ 職員の研修及び勤務成績の評定の状況 

(1) 職員の研修の状況（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31日） 

職員の資質向上を図るため、次のとおり研修を実施しました。      （単位：人） 

区分 研  修  名（主な内容等） 受講人数 

一 般 

研 修 

初任者研修（環境衛生体験研修等） 5 

職務能力向上研修（文書作成等） 18 

政策能力向上研修（地方創生等） 85 

目標管理研修 7 

管理職研修 54 

計 169 

派 遣 

研 修 

県市町村研修所（政策法務、税務事務、自己啓発等） 31 

ＮＯＭＡ行政管理講座（契約事務等） 4 

市町村アカデミー（行政と教育の連携による地域づくり） 1 

計 36 

特 別 

研 修 

安全衛生研修（健康教育講座） 32 

計 32 

合  計 237 

 

 (2) 職員の人事評価の状況 

地方公務員法第２３条の２第１項の規定に基づき、能力の実証に基づいた人事管理体制を確

立し、公務の能率的な運営を図るため、職員の執務について総合的に勤務成績の評定を行って

います。 

      また、これを職員の指導及び監督の有効な指針として、配置換えや昇任等を行い、適材適 

所の人事配置を図るとともに、職員資質の向上や職場の活性化を図っています。 

評定対象職員 全職員 

評定対象期間 4月 1日～3月 31日 

評 定 領 域 業績（目標管理／仕事の質・量） 

能力・態度（知識・技能、課題への対応、指導監督力、理解力、職場 

      規律、協調性、積極性、責任感、コスト意識等） 

評定結果の反映 勤勉手当成績率・昇給に反映 

人事異動(昇任・配置等)の参考 

指導育成の基礎資料 
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８ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

(1) 厚生制度の状況（平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31 日） 

公務能率の向上を図るため、職員の健康管理、元気回復等の厚生事業を実施しており、そ 

の状況は次のとおりです。 

区 分 主 な 項 目 対 象 者 等 実 施 状 況 

健康管理事業 定期健康診断 

循環器成人病検診 

肺がん検診 

大腸がん検診 

Ｃ型肝炎ウイルス検査 

胃がん検診 

子宮がん検診 

乳がん・甲状腺がん検診 

前立腺検査 

人間ドック検査 

脳ドック検査 

全職員 

40歳以上全職員 

希望職員 

   〃 

  〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

〃 

149人(受診率 90.3%) 

93人 

22人 

34人 

 7人 

2人 

3人 

4人 

65人 

12人 

3人 

 

(2) 公務災害補償の状況 （平成 28年 4月 1日～平成 29年 3月 31日） 

職員が公務遂行中及び通勤中の負傷や公務が原因となって発症した疾病等、公務上の 

災害として認定した件数は次のとおりです。 

認 定 件 数 
内    訳 

公 務 災 害 通 勤 災 害 

3 件 3 件 0 件 

    
    
    

第２ 平成 28年度における羽咋郡市公平委員会の業務の状況 

１ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

該当ありません。 

 

２  不利益処分に関する不服申立ての状況  

該当ありません。 

 

 

 


